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関する条約）は Rule8-10 及び Rule13-17 の航法に関する規定

を考慮の対象とした．新たに提案した見合い関係のカテゴリ

と停止船の存在，変針の有無を考慮して Rule13-17 を網羅す

る 1 対 1 及び，1 対 2 の基本テストシナリオ群の設計方針を

示した．Rule 9 の狭い水道等や Rule 10 の分離通航方式につ

いては，基本テストシナリオに，No Go Area や分離通航帯の

情報を加えることでテストができるが，評価対象船の航行海

域に即したものとする必要がある． 
 

4．今後の展望 

4．1 自動運航船の技術開発 

自動運航に必要な要素技術毎に研究・開発を進めてきた

が，個々の技術を連携し，一航海のすべての過程――避航操

船及び係船を含む離着桟操船の各航海モード及び航海モー

ドの切り替え――において船員の介入が必要のないシステ

ムの構築を検討している．2022 年度に，遠隔操船下で航海モ

ードの自動切り替えの予備実験を実施し技術課題を抽出し

た．今後，課題の抽出とそれに対する対策の実施，効果の検

証を繰り返し，自動化システムの高度化を図ることを考えて

いる．一方，労働負荷低減のため，個々の技術を高度支援シ

ステムとして活用することも可能であり，内航船のニーズ等

を精査し必要とされる機能から実装を進めていくことを考

えている． 
これまで開発を進めてきた離着桟システム及び避航操船

システムは，船上で取得される情報に基づき動作するもので

あった．離着桟操船では，陸側で計測された情報の利用，避

航操船では，船船間通信により得られた他船の動向を加味す

ることで，より安全な避航航路の立案が可能になると考えら

れる．IMO における e-Navigation 構想の進展等も注視しつ

つ船船間／船陸間通信の情報も考慮できるアルゴリズムの

開発を進めることを考えている． 
 

4．2 安全評価 

自動化システムは，システムが正常に作動する前提となる

設計上の航行環境に関する条件である ODD(Operational 
Design Domain：運航設計領域)が定められており，ODD を満

たさなくなった場合の対策の一つにシステムから船員への

操船権の移譲がある．安全な引継ぎに必要な要件の検討及び

実際にシステムを接続した動作確認等は，人の関与が考慮可

能な操船シミュレータにより実施されるものであり，SHS の

整備に加え，検証手法の検討も重要な課題の一つである． 
避航操船以外の航海モードについても SHS 及び FTSSを用

いたシミュレーション技術による検証方法を確立する．操船

シミュレータは，リアルタイムでの実行となり実施数が限ら

れる．避航操船アルゴリズムの評価を例にとると，既存船と

共存する海域での航行を考慮し，周辺船舶の操船者に違和感

を与えない操船であると確認するためには操船シミュレー

タが必要であるが，実施本数が限られることから高速計算が

可能な FTSS と連携することによりその評価を効率的に実施

することが可能となる．FTSS による評価法は 2022 年度まで

に検討済みであるため，FTSS の実行結果から SHS 評価対象

の抽出，及び操船シミュレータによる評価法を構築し評価法

の高度化を図る．実海域において操船自動化・操船支援シス

テムの各種機能を確認するため，必要に応じて小型実験船等

を用いた実船による実証試験を行い，その機能を検証する．

また，操縦運動モデルの精度等，評価用テストプラットフォ

ームの機能要件及びそれらの評価手法を検討し，評価用テス

トプラットフォームの基準を明確化することも検討する． 
 

5．まとめ 

2018 年から 2022 年の第 1 期中長期計画期間において実施

した自動運航の要素技術の研究・開発について概要を述べ

た．自動化の各システムについて，基本的な機能の整備は終

了し，ミニシミュレータ及び小型実験船「神峰」による検証

を繰り返し実施して改良を進めており，安全で使いやすいシ

ステムが完成しつつある．また，MEGURI2040 の安全評価事

業と連携し，評価用プラットフォームである総合シミュレー

ションシステムの構築及びシミュレーションを用いた評価

についても検討を進めてきた．今後も，国土交通省のロード

マップが示す「フェーズⅡ/Ⅲ自動運航船」と MEGURI2040 が

目指す無人運航船の実現に向けて，自動化システム及び安全

評価技術の研究開発を進めていきたいと考えている． 
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Abstract 

 
The introduction of alternative fuels to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and the development of 
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) have been progressing worldwide. To ensure the safety of such 
new design concepts for ships, frameworks are necessary for analyzing and evaluating the safety of the relevant 
technologies. In the first-term plan of NMRI, the primary aims were to ensure the safety of the ships with new 
cargoes and fuels, ship navigation, and MASS. To ensure the safety of the ships with new cargoes and fuels, 
particularly liquefied hydrogen carriers (LHCs), we have contributed to the realization of such new concept 
ships through the establishment and instruction of risk assessment methods, including guidelines and standard 
methods. For ship navigation safety, we conducted research on the construction of safety measures for maritime 
traffic and contributed to the implementation of recommended routes in two congested coastal waters through 
joint research with the Japan Coast Guard. To ensure the safety of MASS, we conducted research on MASS risk 
assessment techniques, including MASS modeling methods necessary for analysis. The findings were utilized 
to promote the utilization of the guidelines from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 
and contributed to discussions on the creation of international regulations. The second-term plan will succeed a 
part of the first-term plan, and effort to ensure the safety of the MASS and new kinds of cargo/alternative fuel 
ships using mainly hydrogen and ammonia, and to support their operations. This paper presents the outcomes 
of the first-term plan and the outline of the second-term plan. 
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1．はじめに 

安全安心な社会の実現のため，船舶には適切な安全規制の

構築が求められる一方，安全対策にかかるコストへの懸念が

あることから，国際海事機関（IMO）では，船舶の安全性向

上と社会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体

系の構築が追求されてきた．さらに，近年，GHG（温室効果

ガス）削減のための代替燃料の導入や，自動運航船の開発へ

の取り組みが世界的に行われ，従来の想定を超える自由な設

計に対応する手段として，既往の規則に従う代わりにそれら

に従う従来船舶と同等の安全性が維持されていることを示

すことで，新しい設計を受容する代替設計承認の考え方を適

用する動きが広がっている．そのため，対象となる技術の安

全性を示すための枠組みが必要となっている．本論では，第

1 期中長期計画の成果を概観し，第 2 期中長期計画の概要を

紹介する．なお，本論では，自動運航船等，既存の規則やガ

イドラインの適用が困難であるこれまでに実績が無い技術

を導入した船舶を新コンセプト船と呼ぶ． 
 

2．第 1期中長期計画における取り組み 

第 1 期中長期計画では，当初，新コンセプト船として新規

貨物・燃料の船舶の設計とそれらの運航環境をターゲットに

取り組みを始めた．前者では，日本海事協会によるガス燃料

船のリスク評価ガイドライン 1)，国土交通省による自動車運

搬船の火災安全に関する通達，日本船舶技術協会による燃料

電池船の代替設計に関するリスク評価法などの形で社会実

装を行い，燃料電池船等の各種の新コンセプト船の実現に向

けて貢献してきた．後者では，海上保安庁による第 4 次交通

ビジョンの主要な取り組みである準ふくそう海域（東京湾湾

口～石廊埼沖～伊勢湾湾口～潮岬沖～室戸岬沖～足摺岬沖

の各海域を経て瀬戸内海に至る海域）の安全対策として，同

計画期間の少し前から開始した取り組みを結実させ，多くの

国際船舶が使用する海域二か所における推薦航路設置に貢

献した．また期間中における自動運航船への国内外の取り組

みの急加速を受けて，自動運航船のための安全性の確保と国

際規則策定に向けた議論への参画のため，自動運航船のリス

ク解析手法を開発した．その手順等を纏めた「自動運航船の

リスク解析手順書」2)は日本船舶技術研究協会の HP 上で公開

されるとともに国土交通省による自動運航船に関する安全

ガイドラインから参照されるに至った． 
 
2．1 新規燃料，新形式船等に係るリスク評価手法の開発 

第 1 期中長期計画の期間は，低炭素社会の実現及び船舶か

らの SOx 排出削減対策として，従来技術である液化天然ガス

運搬船の技術開発はもとより，液化水素運搬船のような新形

式船の技術開発や硫黄を含まない液化ガスの燃料利用のた

めの研究開発が盛んに行われた時期である．本研究では，こ

れらの動向に対応するため液化水素運搬船の定量的リスク

解析手法を開発するとともに，新規燃料の使用に伴う機関室

内での火災安全対策のための換気効率解析手法の開発に取

り組んだ． 

 
図-1 機器別のリスクの推定結果 3) 
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図-3 船体中央断面におけるプロパン濃度の分布 7) 

（図中黒丸の位置を放出源とする） 

 
液化水素運搬船のリスクの特徴として，極低温（約-253℃）

の液体水素を取り扱うことはもとより，既存の技術システム

である液化天然ガス運搬船と比較して極めて燃えやすい性

質を持つことに由来するリスクシナリオが報告されている．

これらは，何らかのトラブル等によって設備等から漏えい

し，空気と混合することで着火・爆発し甚大な被害をもたら

すことを想定したものである．したがって，本研究では水素

の漏えい・着火に伴う噴出火炎及びガス爆発事象を対象とし

た定量的リスク解析手法の開発を行い，各水素取り扱い設備

の漏えい穴径と発生頻度の特徴によって，図-1 のように定量

的なリスクに違いがみられることを明らかにした 3)． 
新規燃料を使用する機関室では，火災安全対策として IGF

コードに基づいて 1 時間あたり 30 回の換気が求められる．

一方で，換気ダクトから供給される気流は主機を含めた様々

な設備が障害物となって複雑な性状となるため，Seidel の式

に代表される室内化学物質の簡易的な換気効率評価手法 4)で

は，漏えいした燃料ガスの局所的な滞留のしやすさを評価す

ることは困難である．漏えいガスの滞留，着火，爆発を予防

するためには，機関室内の換気の改善が必要であり，そのた
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1．はじめに 

安全安心な社会の実現のため，船舶には適切な安全規制の

構築が求められる一方，安全対策にかかるコストへの懸念が

あることから，国際海事機関（IMO）では，船舶の安全性向

上と社会的負担のバランスを確保する合理的な安全規制体

系の構築が追求されてきた．さらに，近年，GHG（温室効果

ガス）削減のための代替燃料の導入や，自動運航船の開発へ

の取り組みが世界的に行われ，従来の想定を超える自由な設

計に対応する手段として，既往の規則に従う代わりにそれら

に従う従来船舶と同等の安全性が維持されていることを示

すことで，新しい設計を受容する代替設計承認の考え方を適

用する動きが広がっている．そのため，対象となる技術の安

全性を示すための枠組みが必要となっている．本論では，第

1 期中長期計画の成果を概観し，第 2 期中長期計画の概要を

紹介する．なお，本論では，自動運航船等，既存の規則やガ

イドラインの適用が困難であるこれまでに実績が無い技術

を導入した船舶を新コンセプト船と呼ぶ． 
 

2．第 1期中長期計画における取り組み 

第 1 期中長期計画では，当初，新コンセプト船として新規

貨物・燃料の船舶の設計とそれらの運航環境をターゲットに

取り組みを始めた．前者では，日本海事協会によるガス燃料

船のリスク評価ガイドライン 1)，国土交通省による自動車運

搬船の火災安全に関する通達，日本船舶技術協会による燃料

電池船の代替設計に関するリスク評価法などの形で社会実

装を行い，燃料電池船等の各種の新コンセプト船の実現に向

けて貢献してきた．後者では，海上保安庁による第 4 次交通

ビジョンの主要な取り組みである準ふくそう海域（東京湾湾

口～石廊埼沖～伊勢湾湾口～潮岬沖～室戸岬沖～足摺岬沖

の各海域を経て瀬戸内海に至る海域）の安全対策として，同

計画期間の少し前から開始した取り組みを結実させ，多くの

国際船舶が使用する海域二か所における推薦航路設置に貢

献した．また期間中における自動運航船への国内外の取り組

みの急加速を受けて，自動運航船のための安全性の確保と国

際規則策定に向けた議論への参画のため，自動運航船のリス

ク解析手法を開発した．その手順等を纏めた「自動運航船の

リスク解析手順書」2)は日本船舶技術研究協会の HP 上で公開

されるとともに国土交通省による自動運航船に関する安全

ガイドラインから参照されるに至った． 
 
2．1 新規燃料，新形式船等に係るリスク評価手法の開発 

第 1 期中長期計画の期間は，低炭素社会の実現及び船舶か

らの SOx 排出削減対策として，従来技術である液化天然ガス

運搬船の技術開発はもとより，液化水素運搬船のような新形

式船の技術開発や硫黄を含まない液化ガスの燃料利用のた

めの研究開発が盛んに行われた時期である．本研究では，こ

れらの動向に対応するため液化水素運搬船の定量的リスク
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内での火災安全対策のための換気効率解析手法の開発に取

り組んだ． 

 
図-1 機器別のリスクの推定結果 3) 

 

 
(a) 水平方向 (b) 鉛直下向  

図-2 船体中央断面における SVE3値の分布 

 
(a) 水平方向  (b) 鉛直下向 

図-3 船体中央断面におけるプロパン濃度の分布 7) 

（図中黒丸の位置を放出源とする） 

 
液化水素運搬船のリスクの特徴として，極低温（約-253℃）

の液体水素を取り扱うことはもとより，既存の技術システム

である液化天然ガス運搬船と比較して極めて燃えやすい性

質を持つことに由来するリスクシナリオが報告されている．

これらは，何らかのトラブル等によって設備等から漏えい

し，空気と混合することで着火・爆発し甚大な被害をもたら

すことを想定したものである．したがって，本研究では水素

の漏えい・着火に伴う噴出火炎及びガス爆発事象を対象とし

た定量的リスク解析手法の開発を行い，各水素取り扱い設備

の漏えい穴径と発生頻度の特徴によって，図-1 のように定量
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新規燃料を使用する機関室では，火災安全対策として IGF

コードに基づいて 1 時間あたり 30 回の換気が求められる．

一方で，換気ダクトから供給される気流は主機を含めた様々

な設備が障害物となって複雑な性状となるため，Seidel の式

に代表される室内化学物質の簡易的な換気効率評価手法 4)で

は，漏えいした燃料ガスの局所的な滞留のしやすさを評価す

ることは困難である．漏えいガスの滞留，着火，爆発を予防

するためには，機関室内の換気の改善が必要であり，そのた
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めの換気効率評価指標が必要となるものの，このような広大

な区画における換気効率評価に関する既往の報告はほとん

どない．本研究では，計算流体力学コードを用いた仮想的な

機関室モデル 5)内における換気解析を行い，陸上建築の空調

衛生工学分野で用いられる換気効率評価指標の 1 つである

Scale of Ventilation Efficiency (SVE) 指標 6)の適用性について

検討を行った．換気口より供給される空気を基準値 0 として，

任意地点における空気の汚染度を表す空気齢に相当する指

標（SVE3）を用いて換気効率の評価を行った．図-2 に船体中

央断面における，換気供給口の向きが異なる 2 つのケースの

SVE3 値の結果を示す．SVE3 の値が 0 に近い（青色）ほど空

気齢が若く，高い（赤色）ほどその地点の空気が留まってお

り空気齢が高くなっていることを示している．この結果よ

り，換気供給口が船体中央の主機に向かって水平方向に放出

される条件(a)のほうが床面に向かって放出される(b)よりも

換気効率が悪くなる傾向が得られた．この結果の妥当性を確

認するため，著者らが過去に実施した同機関室モデルを用い

たプロパンガスの漏えい・換気シミュレーションの結果 7)と

比較を行った．図-3 に準定常的な拡散状態に至った時点の船

体中央断面におけるプロパンガス濃度分布を示す．(a)の水平

方向の換気条件において，下層側まで広範囲にプロパンガス

が滞留している結果が得られており，SVE3 の評価結果が妥

当であることが分かった．  
7 年間の期間において研究活動と並行して IMO/CCC 小委

員会における液化水素運搬船の暫定要件の策定，日本海事協

会のガス燃料船のリスク評価ガイドライン 1)，水素燃料電池

船におけるベント配置に関する代替設計の同等性安全性証

明のための標準手法の開発など，新規燃料及び新形式船の社

会実装のための基準策定に貢献した． 
 
2．2 船舶交通流の制御とその影響評価法に関する研究 
 海難は日本周辺においては毎年約 2,000 件程度発生し，商

船（貨物船，タンカー，旅客船）では約 300 件発生している．

そのうち衝突は約 35％と最も多い 8)．海上保安庁では，海上

安全政策の方向性及び具体的な施策を提示する「交通ビジョ

ン」として，第 3 次交通ビジョン（2013 年策定）及び第 4 次

交通ビジョン（2018 年策定）において準ふくそう海域におけ

る安全対策の構築を課題の一つとして掲げた．当所はこれら

交通ビジョンの成果を創出するため，第 1 期中長期計画期間

においては，2018 年に導入された伊豆大島西岸沖の推薦航路
9), 10)のフォローアップ研究 11)を行いつつ，続く第 2 の安全対

策として，衝突が多いとされる潮岬沖における安全対策の構

築 12)に関する研究を海上保安庁と共同で実施するとともに，

要素技術として海域の衝突リスク評価手法の開発を進めて

きた． 
潮岬沖の海域における交通状況を把握するため，AIS デー

タ解析及び衝突状況の分析を実施した．これにより，潮岬沖

は，西は大阪湾・高知沖を，東は伊勢湾・伊豆半島沖を基点

とする東西交通が行き交う場所であり，AIS 搭載船だけで毎

日約 240 隻通航し，その約 75％が潮岬沖灯台から 3 NM

（5,556 m）以内の海域を通航していることが確認された．通

航量に比例して衝突も多く，商船が関係する衝突が 2007 年

から 2016 年の 10 年間で 19 件発生しており，商船同士の衝

突はそのうち 5 件でいずれも反航での状況であった．これら

を鑑み，法的強制力はないものの，海図に記載が可能な

SOLAS 条約に基づく推薦航路により，東西交通を分離・整流

化すれば，結果として衝突を予防できると予想された． 
推薦航路の設計においては，前述のフォローアップ研究か

らの知見をもとに，航行の目安となる灯台との位置関係を考

慮して現状の交通における針路・通航位置からの変位量を抑

えた基線（推薦航路の中心線）の位置・角度・長さを設定し，

陸からの距離を変えた候補を 3 案作成した．推薦航路による

影響を評価するため，AIS 非搭載船を含めた交通流の変化モ

デル 13)に基づき，交通流シミュレーションにより各案を導入

した場合の将来の航跡及び比較資料となる現状航跡を生成

した．これらを用いて，遭遇頻度と Obstacle Zone by Target 
(OZT) により衝突しうる危険な遭遇の発生を評価した． 
図-4 は，商船の交通のみを対象とした遭遇頻度の効果の予

測である．左は現状を，右は 3 候補のうちの最適案である．
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(a) 現状         (b) 最適案 

図-4 遭遇頻度による整流化の効果の予測（商船のみ） 

 

  
図-5 潮岬沖の推薦航路 16) 
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2．3 自動運航船のリスク評価手法に関する研究 

自動運航船の実用化に向けた技術開発が進んでいるが，自

動運航船のような大規模で複雑なシステムを構築する際に

は，設計初期段階において，運用上及び全体システムの構想

上の重大なハザードがないか確認しておくことが重要であ

る．それにより，その後の個別システムの詳細設計段階での

手戻りを回避できると考えられる．ハザード同定を含め，リ

スク解析においては，解析対象の特徴を考慮した適切な手法

を選定する必要がある．自動運航船のリスク解析において

は，従来のハードウェア故障等のハザードに加え，人間及び

ソフトウェアが実行するタスクに関連するハザードも考慮

する必要がある．プログラムのバグや，ソフトウェアシステ

ムの作動条件に関連する問題，複数のソフトウェアシステム

同士の相互作用等のソフトウェア特有の問題も考慮する必

要がある．また，自動化システムの導入によって新たに生じ

るヒューマンエラー等の人的因子や，人間とソフトウェアシ

ステムの相互作用も考慮が必要である．さらに，遠隔地から

の制御や監視を行う場合，通信システムの問題等，遠隔操船

所と船舶の相互作用に関するハザードも考慮する必要があ

る．従来のリスク解析手法は，主にハードウェア故障に焦点

を当ててハザードを同定するものだが，自動運航船のハザー

ドを漏れなく同定するためには，これらの特徴を考慮した新

たな手法が必要となる． 
そこで，これらの特徴を考慮し，自動運航船に適したリス

ク解析手法の開発を行った 17)-21)．この手法は，モデル化手法

とハザード同定手法から成り，モデル化したシステム構成図

を参照しながら，チェックリストとキーワードを用いてハザ

ード同定を行う点に特徴がある 21)．システム構成図は，自動

運航船の全体システムの構成を，その構成要素であるハード

ウェア，ソフトウェア及び人間を含めてモデル化し，各構成

要素のタスクとその実行に必要な情報，構成要素間の相互作

用を含めて記述して作成する．これらの情報を 1 つの図にま

とめて表現することで，解析者のシステム構成に関する理解

を促すことができる．また，自動運航船のハザード同定に必

要な観点を整理したチェックリストと，各構成要素のタスク

の実行に関するハザード同定の手掛かりとなるキーワード

を作成し，ハザード同定時に利用することで，自由なブレイ

ンストーミングよりも効率的かつ網羅的にハザードを同定

することができる．一方，この手法では各構成要素のタスク

の静的側面しか表現することができず，複数タスクの実行の

順序や，タスク同士の相互関係等の動的側面を考慮したハザ

ードの同定は難しい．この課題を解決するため，タスクの動

的側面を表現するタスクフロー図を作成し，これを参照しな

がらハザード同定を行う手法も開発した 22)．システム構成図

を参照してハザード同定を行う手法と併せて活用すること

により，さらに網羅的なハザード同定が可能となる． 
上記で開発した手法を利用して仮想の自動運航船のリス

ク解析を行い，ハザードの同定，各ハザードの原因と結果の

分析及び対策の検討を行った 19), 21), 23), 24)．複数種類の自動運

航船を想定して解析を試行したが，そのうちの 1 つの例とし 

 
図-6 仮想の自動運航船のシステム構成図の一例 

 
て，遠隔操船なしで港外航行のみを船舶側の自律性能により

無人で操船する旅客船を想定して作成したシステム構成図

を図-6 に示す．これらの解析結果を踏まえて，自動運航船の

通常運航時の機能要件案を作成した．状況把握や操船制御等

の合計 10 個の主機能を定義した上で，各主機能の説明，主機

能の動作確認機能，不具合発生時の機能，船員への提示機能

及び事前検証に分類して作成・整理した．これらの機能要件

案は，IMO で策定中の自動運航船の国際規則案に関する日本

国内での検討において参考にされている． 
また，上記の解析例を踏まえ，自動運航船のリスク解析手

順書を作成した 2), 25), ．英語版も作成し，海外の関係者からの

参照の要望にも応えられるようにした．IMO のガイドライン
25)では自動運航船の実証実験実施前にリスク評価を行うこと

を求めている一方，具体的な評価方法や手順等は定められて

いないため，この手順書によって，国内外の自動運航船の開

発を行う事業者等がリスク解析を実施する際の手助けとな

ることが期待される． 
 

3．第 2期中長期計画における取り組み 

第 2 期中長期計画では，第 1 期中長期計画の一部を継承し，

自動運航船や新規貨物・燃料の船舶の安全性向上とそれらの

運航支援をターゲットとした取り組みを行う．図-7 に研究全

体の概要を示す．前者については，自動運航船を主とした新

コンセプト船のリスク評価手法の構築，新規燃料が漏えいし

た場合の影響解析手法の構築，新規貨物のうち特に放射性物

質の輸送に焦点をあてた安全評価手法の開発を行い，後者に

ついては航行船舶の運航支援・監視評価技術の開発を行う予

定である． 
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3．1 新コンセプト船のリスクベース安全性評価手法の開発 

IMO における規則制定時に定性的リスク評価を実施し，そ

の結果を参考に安全要件を策定する事例や，IMO や船級等の

規則/ガイドライン等において設計時に定性的リスク評価を

要求する例が増加しており，新コンセプト船の実用化のため

には，それらの船舶に対する定性的リスク評価を効率的に実

施する手法が必要である．また，新コンセプト船を代替設計

の同等安全性評価により主管庁承認するためや，保険料の検

討及び費用対効果の高い安全対策の検討等を実施するため

には，それらの船舶に対する定量的なリスク値が必要であ

り，リスク値を定量的に算定するための手法が必要である．

そこで本研究では，(1)新コンセプト船の定性的リスク評価を

効率的に実施する手法の開発と(2)定量的リスク評価手法の

開発を実施する． 
(1)では，新コンセプト船の安全要件を抽出するために，大

規模・複雑システムに対するシステム構成や運用方法等をモ

デリングする手法及びそれらを用いてハザード等を系統的

に導出する手法を開発し，評価事例等をガイドライン等とし

て整備する．第 1 期では主に通常オペレーションや静的な状

態を想定したモデリング手法とハザード解析手法を開発し

たが，第 2 期では緊急オペレーションや動的な状態を想定し

たモデリング手法とハザード解析手法を開発する． 
(2)では，新コンセプト船の事故シナリオを Bayesian 

Network 等によりモデル化し，そのリスクを定量的に推定す

る手法を開発する．具体的には，自動運航船等の衝突や座礁

等のリスクモデルを構築し，リスクを定量的に推定する．そ

れらを既存船舶の定量的リスク評価結果と比較し，同等安全

性評価手法を確立する． 
 

3．2 新規燃料船に係る影響解析手法の開発 

現行規則にない新規燃料船は，代替設計の同等安全性評価

に基づく主管庁承認のプロセスを経て社会実装が実現され

るため，安全性評価法の一つであるリスクベースアプローチ

に基づく同等安全性評価手法の開発が求められている．一

方，これらの新規燃料は他産業において要素技術としての実

績があるものの船舶としての実績がないことから，同等安全

性評価に関する実績もなく，同時にパイロットプロジェクト

等への基準適用においても支障をきたすケースが発生して

いる．新規燃料船のリスク分析の実務や，基準策定の基礎と

なる科学的エビデンスの獲得を目的とする，可燃性・有害性

のある燃料漏洩に伴う拡散・火災・爆発・急性毒性による影

響予測の実用的手法に対する需要が高まっており，その開発

が急務となっている．そこで，本研究では，(1) 物理化学現象

を考慮した大気拡散解析に関する研究及び，(2) 火災・爆発に

伴う影響度解析手法に関する研究に取り組む． 
ゼロエミッション燃料として期待されるアンモニアは水

との反応により凝縮し，一方，気化して間もない極低温水素

は周囲の空気を凝縮させるため，両者は複雑な拡散性状を示

す．(1)の研究では，漏洩した燃料ガスと大気中の水分の化学

反応及び空気の凝縮等の熱力学的平衡を考慮した大気拡散

解析コードを構築し，同等安全性評価法に実装する．(2)の研

究では，船内で漏えいした水素やアンモニア等の GHG 対応

燃料の着火時における，燃料火災に伴う輻射熱及び爆風圧に

よる影響度詳細解析コードを構築し，同等安全性評価法に組

み込む． 
 
3．3 放射性物質輸送に対応する安全性確保の研究 

GHG 排出削減対策としての原子力活用の見直しにより，現

在放射性物質の海上輸送の増加が予定されている．また，今

後の輸送では，解体廃棄物や溶融燃料あるいは移動可能な原

子炉など従来と異なる取り扱いが必要となる輸送が生じる

ことが予想されており，これらを対象とした安全評価手法の

開発と安全基準等の確立が必要である． 
このため，今後発生し得る放射性物質の輸送計画及び輸送

物の調査を行い，対象輸送物の工学的仕様（構造・伝熱・閉

込め・放射線），輸送方法及び関係法規等の輸送安全に係る

情報を整理する．特に高レベル廃棄物等は国際輸送が発生し

得るため，米国電力研究所の主宰する Extended Storage 
Collaboration Program (ESCP)で実施される核燃料輸送物

（MPC 収蔵キャスク）の実機振動試験及び線量ベンチマーク

解析に参加して，核燃料輸送の国際的な課題を把握するとと

もに安全解析コードの検証に資する知見を取得する．これら

の知見に基づいて，従来からの海技研において開発したプロ

グラム・データベースを再評価し，今後の活用及び改善を立

案する計画となっている． 
 

3．4 安全安心な海上交通環境の実現に関する研究 

2.2 節で述べた通り，第 1 期中長期計画の成果として沿岸

域に新たな推薦航路が 2023 年 6 月に導入される予定であり，

海上保安庁の第 5 次交通ビジョン（2023 年策定）27)では，再

エネ海域利用法施行を背景とした施設設置海域の海上交通

の安全対策の策定が掲げられている．また自動運航船や従来

船舶の運航を支援する安全運航の監視評価手法の確立が必
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要である．そこで，本研究では，(1) 推薦航路導入に伴う船舶

交通流の変化及びルールの実際の効果検証を行い，得られた

知見に基づく衝突リスクの評価手法を基軸とする安全対策

構築技術の高度化，(2) 船舶のためのデジタル基盤構築に関

する技術及びデジタル基盤を活用した航行船舶の監視評価

技術に関する開発を行う． 
(1)では船舶交通の新ルールが導入された3つの海域におい

て，単独海域及び連結海域での海上交通の変化を追跡評価

し，交通ルールの効果の検証及びルール運用に伴う船舶交通

流の変化モデルを考慮した海域及び船舶航行経路上の衝突

リスク評価手法を開発する．(2)ではデジタル基盤を活用した

地図情報として，船舶航行経路上の衝突リスク評価手法，ま

た事故が発生しやすい気海象・遭遇状況等の航行条件下にお

ける衝突の蓋然性予測手法を開発し，それらを提供するデジ

タル基盤を構築するための技術開発を行う計画となってい

る． 
 

4．おわりに 

 本論では，GHG 削減等を目的とした新コンセプト船の導入

とその安全性向上に関する国際的な動向を背景に，新コンセ

プト船の安全性向上に資する研究や日本周辺海域における

衝突事故低減を目的に運航環境の整備に資する研究に取り

組んだ第 1 中長期計画の成果を示すとともに，第 2 期中長期

計画の概要を紹介した．第 2 期中長期計画においても，国際

規則の策定等，新コンセプト船の安全性向上及び安全運航へ

の寄与を目指す予定である． 
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